
① ②

91,817 113,827

94,441 116,451

97,213 119,223

99,911 121,921

102,499 124,509

　　　　　　　　　　　特別養護老人ホーム光楽苑　料金表　　　令和8年6月1日改定

【介護保険サービス】

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

50単位/月協力医療機関連携加算Ⅰ

介護サービス費

事業所番号 2392600223

夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ

日常生活継続支援加算（Ⅱ）

看護体制加算（Ⅰ）イ

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）

合計単位×17.6％

46単位/日

46単位/日

12単位/日

682単位/日 753単位/日 828単位/日 901単位/日 971単位/日

10単位/月

【居住費、食費】

介護保険負担限度額
認定証なし

第一段階 第二段階 第三段階①

2066円/日 880円/日 880円/日

第三段階②

1370円/日1370円/日居住費

31821円 34593円 37291円 39879円介護保険自己負担分（1割）

28793単位 31381単位 34115単位 36776単位 39328単位1ヶ月（31日計算）合計

29197円

103778円 111873円 119636円介護保険自己負担分（3割）

58393円 63641円 69186円 74582円 79758円介護保険自己負担分（2割）

87589円 95461円

1360円/日

84630円

介護保険負担割合証
２割負担

介護保険負担割合証
３割負担

第一段階 第二段階

1ヶ月（31日計算）合計

1445円/日 300円/日 390円/日 650円/日食費

●介護保険負担限度額の軽減を受けるためには、市町村の窓口に申請し【介護保険負担限度額認定証】の交付を受ける事が必要です

第三段階②（本人及び世帯全員が市民税非課税であり、合計所得金額と年金収入額の合計が１２０万円を超える）

108841円

第一段階　（本人及び世帯全員が市民税非課税であり、老齢福祉年金の受給者又は生活保護受給者）

36580円 39370円 62620円

第二段階　（本人及び世帯全員が市民税非課税であり、合計所得金額と年金収入額の合計が８０.９万円以下）

第三段階①（本人及び世帯全員が市民税非課税であり、合計所得金額と年金収入額の合計が８０.９万円超１２０万円以下）

　　　　　　　　　　電気使用量（テレビ、冷蔵庫等の個人で使用されるもの）：1日30円、医療費・薬代：実費、その他嗜好品：実費

※豊川市は７級地に該当しているため、単位数に10.14円を乗じた金額が料金となっています。

その他の主な費用　　理髪ｻｰﾋﾞｽ：実費、立替金管理ｻｰﾋﾞｽ:１ヶ月1,000円、おやつ代:1日100円

143,434

146,132

・初期加算：

148,720

要介護４

76,459

・安全対策体制加算： 20単位（入所初日に限り算定）

76,661

1日246単位（１ヶ月６日限度）・入院・外泊時加算：

79,249

183,423

※該当する項目について日数分が加算されます。

要介護５ 188,599 228,477

220,714 73,871

・看取り介護加算:

介護職員等処遇改善加算Ⅰロ

介護保険負担割合証
１割負担

科学的介護推進体制加算Ⅱ 50単位/月

68,567

73,963

要介護２ 172,482 204,302 68,401 71,191

要介護３ 178,027 212,619 71,173

167,234 196,430 65,777

140,662

・預貯金、有価証券等の合計が650万円以下であること（夫婦は合計1,650万円以下）

・預貯金、有価証券等の合計が550万円以下であること（夫婦は合計1,550万円以下）

・預貯金、有価証券等の合計が500万円以下であること（夫婦は合計1,500万円以下）

・預貯金、有価証券等の合計が1,000万円以下であること（夫婦は合計2,000万円以下）

第三段階

【1ヶ月負担目安】 （単位：円）

1回6単位（医師より治療食指示があった場合）

要介護１ 138,038

入所者の口腔衛生の管理に係る計画が作成されており、情報を提出した場合に算定）

・口腔衛生管理加算Ⅱ： 1月110単位（歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、

・認知症チームケア推進加算Ⅱ：1月120単位（認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合）

※日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する方（利用者様総数の50%以上である事）

退所時相談援助加算: 1回400単位（入居者が退所後、居宅サービスを利用する場合に関係機関に情報を提供した場合）　

退所時情報提供加算: 1回250単位（１回限り）

1日72単位（死亡日以前31日以上45日以下）、1日144単位（死亡日以前4日以上30日以下）

医療機関へ退所する入居者について、入居者等の同意を得て心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合

※上記金額は、１ヶ月（31日）あたりの目安を示したものです。月の日数により差額が生じる場合があります。

【その他費用】

＊
そ
の
他
の
加
算

1日30単位（入所した日より起算して30日以内、30日を超えて医療機関入院し再入所した場合）

・療養食加算:

1日680単位（死亡日以前2日以上3日以下）1280単位（死亡日）


